
有料道路制度導入の経緯

戦後、激増する交通需要に対応し、道路整備を早急に促進するためには、一般財源以外の財源を調達する

必要があるため、２つの方法が確立。

① 揮発油税を道路整備の特定財源化① 揮発油税を道路整備の特定財源化

② 有料道路制度

昭和27年 道路整備特別措置法制定

→ 有料制度の対象を拡大し、道路法上の道路に関する全面的な有料道路制度の採用。有料 度 象 拡 、 路法 路 関す 有料 路 度 採 。

（事業主体：道路管理者である国及び都道府県又は市）

道路整備を急速に推進する方策として、現在の有料道路制度を拡充するためには、日本道路道路整備を急速に推進する方策として、現在の有料道路制度を拡充するためには、日本道路

公団（仮称）の様な機関を設立して、広く民間資金の導入を図るとともに、総合的、効率的運営

を図るよう措置する必要がある。（昭和30年 道路審議会答申）

昭和31年 道路整備特別措置法制定（全面改正）、日本道路公団法制定（日本道路公団設立）

昭和34年 首都高速道路公団法制定

昭和37年 阪神高速道路公団法制定

昭和45年 本州四国連絡橋公団法制定3
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［ ］は平成23年9月1日現在の供用延長

高規格幹線道路の事業方式

高規格幹線道路

（全体構想 約 ）

［ ］は平成23年9月1日現在の供用延長

（全体構想：約14,000km）

［9,869km（70％）］

Ａ：高速自動車国道 Ｂ：一般国道自動車専用道路高 動 国

（全体計画：11,520km）

般国 動 専 路

（全体計画：約2,480km）

［8,663km※（75％）］ ［1,206km（49％）］

有料道路方式
区間

新直轄方式
区間

［8 079k （70％）］ ［584k （5％）］

※ 高速自動車国道に並行する一般国道の自動車専用道路（Ａ’）を含む

［8,079km（70％）］ ［584km（5％）］
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高規格幹線道路の整備状況

平成23年9月1日時点

供用中 事業中 延長(km)

利用者負担※（有料） 8,885（71%）

利用者負担＋税負担（有料） 902（ 7%）

※ 整備手法検討中の東京外環（関越～東名）、名古屋二環（名古屋西～飛島）を含む

（公社）

（公社）

利用者負担＋税負担（有料） 902（ 7%）

税負担（無料） 2,809（22%）

（公社）

（公社）

（公社）

（公社）

（公社）（公社）

（公社）

（公社）
小浜

新清水

（公社）

浜松いなさ

新清水

清
水
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自動車関係諸税と高速道路の走行台キロ

NEXCOの管理する高速道路

798億台キロ/年
10.7%

6兆9,507億円/年
※2

揮発油税 ：2兆7,152億円

国税 3兆9,830億円/年

地方揮発油税 ： 2,905億円
石油ガス税 ： 246億円
自動車重量税 ： 9,527億円

全道路
7,460億台キロ/年

自動車取得税 ： 2 310億円

※3

地方税 2兆9,677億円/年

自動車取得税 ： 2,310億円
自動車税 ：1兆6,544億円
軽自動車税 ： 1,739億円
軽油引取税 ： 9,083億円

走行台キロ自動車関係諸税 ※1

※1 自動車関係税収は、平成21年度租税及び印紙収入決算額調（財務省）および地方税に関する参考計数資料（財務省）による
※2 NEXCOの管理する高速道路の走行台キロは、対距離料金区間の利用データを集計
※3 全道路の走行台キロは、自動車の走行実績のサンプル調査を基に集計

3
3



高速自動車国道等の手続きと事業評価の流れ

高速自動車国道 般国道自動車専用道路 般国道高速自動車国道

＜事業評価の流れ＞
一般国道自動車専用道路

計画段階評価

一般国道

基本計画の決定
（国土交通大臣）

国幹会議

基本計画の決定
（国土交通大臣）

社整審
道路分科会

・解決すべき課題の把握・原因分析
・政策目標の明確化
・代替案の比較、評価

Ａ案 Ｂ案 Ｃ案

都道府県・政令市等

意見
第三者委員会

国土開発幹線自動車道
建設法第５条 Ｈ２１ 国土交通大臣決定

（国土交通大臣）

（都市計画・環境影響評価） （都市計画・環境影響評価）

対応方針の決定

都市計画や環境影響評価の手続

（都市計画・環境影響評価）

国幹会議
社整審

道路分科会
必要性の再検証、
事業内容、
Ｂ／Ｃ等の評価項目

新規事業採択時評価

都道府県・政令市等
意見

第三者委員会
直轄事業等については、

１月末までを目途に新規事
業採択時評価および再評

国会審議へ資するための
取り組み

高速自動車国道法第５条 Ｈ２１ 国土交通大臣決定

関係都道府県の
意見聴取

関係都道府県の
意見聴取

業採択時評価および再評
価を実施し、評価結果を公
表

（新規事業採択時評価）（新規事業採択時評価） （新規事業採択時評価）

高速自動車国道法第５条
Ｈ２１ 国土交通大臣決定

整備計画の決定
（国土交通大臣）

整備計画の決定
（国土交通大臣）

新規事業化

（新規事業採択時評価）（新規事業採択時評価） （新規事業採択時評価）

新規事業化 新規事業化 新規事業化
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防災機能の評価手法（暫定案）のポイント

東 本大震災 らか な た道路 役割 （広域的防災 資する道路ネ ト ク 役割）

早期啓開し、救助・救援活動の支援、緊急物資の輸送、復旧活動を支える基幹ルート

東日本大震災で明らかになった道路の役割 （広域的防災に資する道路ネットワークの役割）

津波襲来時の迅速な避難、被災地の生活を支える幹線道路

避難場所、津波堰き止め効果

震災時で明らかになった道路の役割が十分反映される

（評価の視点） （ポイント）

ように、事業の必要性を評価する

地域の課題も十分踏まえ、防災に関する効果以外も幅
広く必要性を評価する

防

災

必要性の評価 ●●●

広 必要性を評価す

（例）救急医療施設への速達性の向上、地域間連携の強化 等機

能

の
有効性の評価 ●●● 災害時に孤立・迂回する地域の解消等については

ネットワ クとして有効性を評価するの

評

価

ネットワークとして有効性を評価する

複数案の費用の比較により 効率的に事業実施が行価
効率性の評価 ●●●

複数案の費用の比較により、効率的に事業実施が行
われることを評価する

3
5


